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２４広支交 第３号 

２０２５年 ２月２１日 

日本郵便株式会社 広島郵便局 

局長 金築 昭生 殿 

郵政産業労働者ユニオン広島支部 

支部長 増田正文 ○印 

 

２０２５年春季生活闘争の要求 

 

昨年に引き続き、光熱費や食料品、生活必需品が相次ぎ値上げされ、日々の生活は

ますます厳しい状況となっています。そのような厳しい状況下において郵政労働者の

生活と健康を守るため、社員の賃金、待遇、休暇等について以下の要求を提出します

ので、３月１２日までに誠意ある回答をお願いします。 

 

記 

 

＜賃金について＞ 

１、時給制契約社員の基本給の下限額は、２００円を加えた額とすること。 

２、時給制契約社員の募集をしても集まらない状況です。所属長加算を大幅に上げ、

要員確保に努めること。 

３、時給制契約社員の一時金の掛け率０．３の根拠を説明するとともに、見直すこ

と。 

 

＜各種手当の拡充について＞ 

４、自動車通勤をしている社員は、現在の通勤手当では満足にガソリンを入れるこ

とができていません。公共交通機関利用者と公平性を保つ上で、自動車（二輪

車含む）通勤者の通勤手当について、ガソリン価格が高騰した場合については

迅速に通勤手当の増額など対策を講じること。 
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＜社員への待遇改善について＞ 

５、取集に従事する時給制契約社員のスキル評価について、ランク設定がB止まり

となっている社員には新たにAランクの項目を設けること。もしくは集荷業務

ができるようになればAランクの評価が可能であることを該当社員に個別に説

明し、その社員が希望すれば集荷業務に従事させること。 

６、アソシエイト社員からの一般職社員への登用や一般職からの地域基幹職、役職

への昇格、昇給等について組合差別を行わないこと。 

７、一般職から地域基幹職への転換について、要件を緩和すること。なお、地域基

幹職等への転換数を拡大するとともに、社員転換に向けた具体的イメージを描

けるよう人材育成に力を入れること。 

８、無期転換時における雇止め要件を撤廃すること。 

９、アソシエイト社員転換後、２年で正社員を希望する社員全員を正社員登用する

こと。 

１０、全てのハラスメントに対し周知・点検を一層強化し、会社側の責務として根絶

すること。 

１１、本人同意のない配転及び配置換えはしないこと。 

１２、健康診断について、全ての社員が勤務時間中に受診出来るよう対策を講じると

ともに、勤務時間内に受診できない場合は、超過勤務手当と交通費を支給する

こと。 

１３、病気休暇付与の判断は病院等受診記録等で可とし、診断書の提出は連続５日以

上取得の場合とすること 

１４、毎年の積雪時には、夜勤帯勤務社員や深夜勤務社員が帰宅できず、雪が融ける

まで食堂や休憩室の空いたスペースで仮眠を取っている状況が見られます。帰

宅せずそのまま翌日の勤務を開始する社員もいます。深夜勤務従事者の休憩時

間での仮眠、積雪時や災害時の帰宅困難者にも対応した仮眠スペースを設置す

ること。 

１５、台風、地震、集中豪雨、大雪等災害時や感染症が発生した場合は、安全を最優

先し、人命を守る対応を迅速に行うこと。 

１６、内務期間雇用社員も外務期間雇用社員と同様に、ユニホームを貸与すること。 
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＜要員について＞ 

１７、輸送部では正社員登用や退職により、時間帯別に欠員が生じています。年次有

給休暇が取得しやすい体制の確立のため、必要な要員を確保すること。 

１８、勤務時間インターバルについて、深夜勤務従事者は１３時間以上とすること。 

１９、広島郵便局内における、以下の社員数を明らかにすること。 

（１）社員総数を明らかにすること。 

（２）地域基幹職社員の人数を明らかにすること。 

（３）一般職社員の人数を明らかにすること。 

（４）シニアスタッフ社員の人数を明らかにすること。 

（５）期間雇用社員（月給制・時給制）の人数を明らかにすること。 

２０、２０２４年度の広島局における正社員登用受験者数及び合格者の男女別の比率

を明らかにすること。 

２１、２０２５年度の広島局における正社員登用人数を明らかにすること。 

２２、２０２６年度の広島局における新規採用者人数を明らかにすること 

２３、リファラル採用制度について、広島局での採用人数を含め制度導入後の状況を

明らかにすること。 

２４、カムバック採用制度について、広島局での採用人数を含め制度導入後の状況を

明らかにすること。 

２５、２０２４年度の広島局での正社員中途採用者人数を明らかにすること。 

２６、年次有給休暇の残日数を各部・雇用形態ごとに明らかにすること。 

 

以上 


